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各分野における基本計画等の策定について 

 
 

 

１ 個別計画の策定 

    本市においては，「総合計画」に掲げる都市像の実現に向け，関連事業との連携を図り，実効性の高い施策・事業を展開するための個別計画を策定しており，令和２年度に策定又は改定を予定している基本計画について， 

一括して報告するもの 

 
２ 令和２年度に策定又は改定を予定している基本計画の内容等 

№ 
計画の名称 

〔所管部・課〕 
計画の目的，策定・改定の理由等 計画に定める主な事項 計画期間 主なスケジュール 

Ⅱ「健康・福祉の未来都市」の実現に向けて（健康・福祉・医療 分野） 

１ （仮称）第９次宇都宮市高齢者

保健福祉計画・（仮称）第８期宇

都宮市介護保険事業計画（地域

包括ケア計画） 

 

〔保健福祉部 高齢 福祉 課〕 

 

【法定計画】

団塊世代が７５歳を迎える令和７年を見据

え，介護等のニーズに的確に対応し本市の実情

に応じた高齢者の自立支援・重度化防止や認知

症対策，介護サービスの基盤整備などの施策・

事業を更に推進するため，現行計画を改定する。 

・ 高齢者の保健福祉や介護保険に関する施

策・事業及び目標値の設定 
・ 施設整備量及び介護保険料算定のための介

護サービス利用量及び事業費見込の設定 
・ 地域共生社会の実現に向けた地域包括ケア

システムの今後の方向性の導出 
  など

Ｒ３年度 

～ 

Ｒ５年度 

 

（３か年） 

令和２年 ４月～ 検討組織における検討 

庁内：（仮称）第９次高齢者保健福祉計画・ 
第８期介護保険事業計画策定委員会 

庁外：宇都宮市社会福祉審議会 

  宇都宮市地域包括ケア推進会議 
    １２月  パブリックコメントの実施 
令和３年 ３月  庁議付議 ⇒ 計画策定 

Ⅲ「安心・安全の未来都市」の実現に向けて（安心・協働・共生 分野） 

２ （仮称）総合治水・雨水対策推

進計画 

 

 建 設 部 河 川 課 

 上下水道局 下水道管理課 

 行政経営部 危機 管理 課 

 経 済 部 農業 企画 課 

 

昨今の集中豪雨など，治水計画を上回る降雨

に対する有効な防災・減災対策を図るため，「総

合治水・雨水対策基本方針」に位置付けた長期

目標（３０年後）を展望しながら，中期目標（１

０年後）の実現に向けた具体的な取組を推進す

るため，新たに計画を策定する。 

・ 抽出された課題を踏まえた計画降雨量等の

具体的な目標値の設定 

・ 雨水を「流す」，「貯める」，「防ぐ・備える」

の各取組による総合的な対策の導出 

・ 整備状況や浸水被害の状況をもとに，取組

内容の選定，期待される浸水軽減効果を評価

し，各取組の目標値を設定 

など

Ｒ３年度 

～ 

Ｒ１２年度 

 

（１０か年） 

 

令和２年 ４月～ 検討組織における検討 

庁内：雨水対策強化推進チーム 
庁外：有識者(大学教授等を想定)から意見聴取

令和３年 １月  パブリックコメントの実施 
     ３月  庁議付議 ⇒ 計画策定 
 

３ （仮称）第１１次宇都宮市交通

安全計画 

 

〔市民まちづくり部 生活 安心課〕 

 

 

今後ますます進行する高齢化や，ＬＲＴの整

備等による公共交通ネットワークの変化に的確

に対応し，より効果的な交通安全対策を計画

的・継続的に展開するため，現行計画を改定す

る。 

・ 市民や関係機関，市が共に目指す目標や行

動指針の設定 

・ ＩＣＴの活用や公共交通ネットワークの整

備を見据えた新たな交通安全施策の導出 

など

Ｒ３年度 

～ 

Ｒ７年度 

 

（５か年） 

令和２年 ４月～ 検討組織における検討 

庁内：交通安全対策推進委員会 
庁外：宇都宮市交通安全審議会 

令和３年 ２月  パブリックコメントの実施 
     ６月  庁議付議 ⇒ 計画策定 
         ※「栃木県交通安全計画（Ｒ３.４策定予定）」に

基づき作成するため 

 

令和２年 ４月２４日 

市民まちづくり部 生活安心課 
保健福祉部 高齢福祉課 
環 境 部 環境政策課 
建 設 部 道路建設課 
      河 川 課 

※法定計画：関連法令等に基づき，策定することが義務付けられている計画 



２ 

 

№ 
計画の名称 

〔所管部・課〕 
計画の目的，策定・改定の理由等 計画に定める主な事項 計画期間 主なスケジュール 

Ⅴ「産業・環境の未来都市」の実現に向けて（産業・環境 分野） 

４ （仮称）第３次宇都宮市環境基

本計画（中間見直し） 

 

〔環 境 部 環境 政策 課〕 

 

 

【法定計画】

 台風の大型化や猛暑日の増加などの気候変

動，プラスチックごみ問題や食品ロスなど，市

民生活に影響を与える広範な課題に的確に対応

し，市民と事業者と行政が連携して持続可能な

環境未来都市うつのみやの実現やＳＤＧｓの達

成に向けて取り組むため，現行計画を改定する。 
 

・ 市民・事業者ニーズ等の把握及び課題を

踏まえた重点戦略，目標，指標及び施策体

系の見直し 

・ ＳＤＧｓの推進に向けた環境施策事業の

導出 

など

Ｈ２８年度 

～ 

Ｒ７年度 

 

１０か年計画における 

後期５か年 

令和２年 ４月～ 検討組織における検討 

庁内：環境基本計画推進委員会 
庁外：宇都宮市環境審議会 

令和３年 １月  パブリックコメントの実施 
     ３月  庁議付議 ⇒ 計画策定 
 

Ⅵ「交通の未来都市」の実現に向けて（都市空間・交通 分野） 

５ （仮称）第２次宇都宮市自転車

のまち推進計画 

 

〔建 設 部 道路 建設 課〕 

 

 

ネットワーク型コンパクトシティ形成との連

携，健康志向の高まりや全国的なツーリズムへ

の対応などのニーズに的確に対応し，全国に誇

れる「自転車のまち宇都宮」を更に推進するた

め，現行計画を改定する。 

・ 自転車を活用した１０年後のまちづくり

を見通した将来像の設定 

・ 国や県が策定した「自転車活用推進計画」

を踏まえた施策事業の導出 

・ ネットワーク型コンパクトシティ形成や

スマートシティの推進，観光振興など，ま

ちづくりと連携した施策事業の導出 

など

Ｒ３年度 

～ 

Ｒ１２年度 

 

（１０か年） 

令和２年 ４月～ 検討組織における検討 

庁内：宇都宮市自転車のまち推進委員会 
庁外：宇都宮市自転車のまち推進協議会 

    １２月  パブリックコメントの実施 
令和３年 ３月  庁議付議 ⇒ 計画策定 
 

 

 


